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武雄市新庁舎飲食喫茶及び売店運営事業者募集要領 

 

１ 趣旨 

本要領は、武雄市新庁舎利用者の便宜を図り、日常的に幅広い世代の人たちが気軽に集ま

れる交流の場とするための飲食喫茶施設及び売店の運営を行う事業者の公募選定に関し必要

な事項を定めるものです。 

 

２ 武雄市新庁舎の概要 

⑴ 名称    武雄市新庁舎 

⑵ 開庁時期  平成 30年 5月（予定） 

⑶ 所在地   武雄市武雄町大字昭和 12番地 10 

⑷ 構造・階数 RC造（一部鉄骨造）6階建 

⑸ 面積等     建築面積 2,391.85㎡  延床面積 8,252.7㎡（庇部分を除く） 

⑹ 開庁時間  午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

⑺ 閉庁日   ①日曜日及び土曜日 

②国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に規定する休日 

③12月 29日から翌年の 1 月 3日までの日(前号に掲げる日を除く。) 

⑻ 職員数等  新庁舎入居職員数： 約３８０人 

来庁者数(想定)： 約１,０００人／日（平均） 

 

３ 飲食喫茶施設 

⑴ 概要 

・位置    武雄市新庁舎１階（市民ホール手前） 

・面積    ①厨房     約 26㎡ 

②飲食スペース 約 60㎡（屋内共用部分） 

        ※屋外テラスも利用可能 

  ・座席数 ①屋内共用部分 19 席程度 

       ②屋外テラス  15 席程度 

（隣接する市民ホールへの持ち込み飲食も可能です。） 

 ⑵ 営業条件 

① 営業形態は、食事及び飲食物の提供並びに印紙等の販売とします。（アルコールの提

供は不可とします。） 

② 営業日時は、庁舎開庁日時を基本としますが、閉庁日時についても営業することは可

能です。 

③ その他必要な条件については、別紙『武雄市新庁舎飲食喫茶施設募集仕様書』のとお

りとします。 
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⑶ 使用許可条件 

① 使用許可期間 

使用許可の期間は、市が認めた事前準備に係る日から平成 31 年 3月 31日までの期

間とします。ただし、公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況を勘案して、

支障がないと武雄市が判断する場合は、当初武雄市が設定した公募条件を変更しない

ことを前提として、1年ごとに使用許可申請を行うことにより、引き続き使用許可を

受けることができます。なお、継続して使用許可を受けることを希望しない場合は、 

許可期間満了の 3か月前までに武雄市に申し出てください。 

② 使用料 

使用料は厨房部分のみを対象とし、武雄市行政財産使用料条例に基づき算出した額

（月額２２，０００円を想定しています。ただし建設費及び使用面積の増減により変

動することがあるものとします。）とします。なお、使用料は武雄市が発行する納入

通知書により、指定する期限までに納入してください。 

③ その他の必要経費等 

出店に伴う厨房内の工事（給排水、内装工事等）、営業に使用するため使用者が用

意した機器等の搬入設置にかかる費用、許可期間満了後の機器等の撤去に係る費用及

びその他営業に関する申請費用等は事業者負担とします。 

 

４ 売店 

⑴ 概要 

・位置    武雄市新庁舎１階（北西部分） 

・面積    １００㎡ 

 ⑵ 営業条件 

① 営業形態は、庁舎が交流の場として活性化すること又は職員の福利厚生に寄与できる

ような飲食物等の販売とします。（アルコールの販売は不可とします。） 

② 営業日時は、庁舎開庁日時を基本としますが、閉庁日時についても営業することは可

能です。 

③ その他必要な条件については、別紙『武雄市新庁舎売店募集仕様書』のとおりとしま

す。 

 

⑶ 使用許可条件 

① 使用許可期間 

使用許可の期間は、市が認めた事前準備に係る日から平成 31 年 3 月 31 日までの期間と

します。ただし、公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況を勘案して、支障がな

いと武雄市が判断する場合は、当初武雄市が設定した公募条件を変更しないことを前提と

して、1年ごとに使用許可申請を行うことにより、引き続き使用許可を受けることができ

ます。なお、継続して使用許可を受けることを希望しない場合は、 許可期間満了の 3か

月前までに武雄市に申し出てください。 

② 使用料 

武雄市行政財産財産使用料条例の規定に基づき算出した使用料（月額９０，０００円を

想定しています。ただし建設費及び使用面積の増減により変動することがあるものとしま
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す。）とする。なお、使用料は武雄市が発行する納入通知書により、指定する期限までに

納入してください。 

③ その他の必要経費等 

  出店に伴う工事（給排水、内装工事等）、営業に使用するため使用者が用意した機器等

の搬入設置にかかる費用、許可期間満了後の機器等の撤去に係る費用及びその他営業に関

する申請費用等は事業者負担とします。 

④ 販売品目 

売店で扱う商品及びその価格は運営事業者が定めることとします。ただし、市から販売

品の依頼があった場合は、店舗の運営に支障のない範囲で協力してください。また、佐賀

県青少年健全育成条例の規定に抵触する図書類及び酒類については、販売を禁止します。

ただし、酒類については、市の特産物など市長の指定するものは除くものとします。 

⑤ サービス提供項目 

ア 印紙等の販売（必須） 

 ※飲食喫茶施設についても応募する方については任意とします。 

イ 公共料金及び公金の収納（任意） 

ウ 住民票等の交付サービス（任意） 

エ コピー機及びＦＡＸの設置（有料）（任意） 

 

５ 疑義等の取扱い 

本要領に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、市と事業者とで協議して決定す

ることとします。 

 

６ 事業者の選定方法  

応募資格を満たした応募事業者によるプロポーザルにて計画提案を受付け、選定委員会にて

決定します。 

 

７ 応募内容及び応募資格 

応募については飲食喫茶施設のみ、売店のみ又は飲食喫茶施設と売店の両方のいずれを応募

してもよいものとします。 

応募事業者は、以下の資格要件を全て満たすこととします。 

⑴ 飲食喫茶施設の応募者については、食事及び喫茶等を提供する店舗等の経営実績が 1年

以上あり、保健所の営業許可を受けていること。また、過去 3年間において、食品衛生法に

基づく行政処分を受けていないこと。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当する者でないこ

と。 

⑶ 武雄市暴力団排除条例第 2第 1号から同条第 4号までに規定する者でないこと。（佐賀

県暴力団排除条例第 2 条第 2号から同条第 4号に該当するものでないこと。） 

⑷ 租税を完納し、滞納がないこと。 

※ここで規定する「者」は、法人、法人以外の団体、個人の全てに適用されます。 

 

８ 応募手続き 
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※公募に関する資料・様式は、武雄市役所ホームページからダウンロードしてください。 

⑴ 提出書類 

ア 申請書（様式第 1 号） 

イ 会社概要書（様式第２号） 

ウ 印鑑証明書（原本 1部、発行日から 3か月以内のもの） 

エ 納税証明書（原本 1部、発行日から 3 か月以内のもの。直近 2 年分の法人税、消費税

及び地方消費税の納税証明書） 

オ 登記事項証明書（謄本）（原本 1 部、発行日から 3か月以内のもの） 

カ 財務諸表（以下の写し 1部、直近 1年分） 

(ｱ) 貸借対照表  

(ｲ) 損益計算書 

もしくは(ｱ) (ｲ)に準ずる書類 

キ 出店に係る申請書類 

   ※飲食喫茶施設（様式３－１～様式３－５） 

   ※売店（様式４－１～様式４－５） 

 

 

⑵ 提出期間 平成 29年 11月 10日（金）から平成 29 年 12月 8日（金）午後５時まで 

（必着） 

⑶ 提出方法 持参又は郵送 

 

９ 現場説明会 

⑴ 開催日  平成 29年 11月 13日（月）から 11月 24 日（金）までの 

午前 9時から午後 5時まで（日曜日、土曜日及び祝日を除きます。） 

       ※希望する日時についてお問い合わせください。 

⑵ 開催場所 武雄市新庁舎建設現場 

※説明会において平面図等をお渡しします。 

 

10 質問書の受付 

本募集に関する質問がある場合は、次により質問書を提出してください。なお、質問書提出

以外での質問は受け付けません。 

⑴ 提出書類 質問書【様式第５号】 

⑵ 提出期限 平成 29年 11月 24日（金）午後５時まで（必着） 

⑶ 提出方法 持参、郵送、ＦＡＸ（持参以外は、到着確認をすること。） 

⑷ 提出先  武雄市総務部施設整備課  武雄市武雄町大字昭和 1番地 1 

 

11 質問書に対する回答 
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質問に対する回答は、一括して平成 29年 11月 27日（月）に市ホームページにおいて公表

します。なお、質問回答書は、本実施要領の追加又は修正として、実施要領と同様に扱うもの

とします。 

 

12 プロポーザル・ヒアリング 

平成 29 年 12月中旬予定（別途連絡します） 

本選定の結果は、決定事業者に通知するとともに、武雄市ホームページ上にも掲載します。 

 

13 行政財産使用の申請 

本選定にて決定事業者となった者は、本施設の使用許可を申請する権利を取得し、所定の手

続きを経て武雄市から行政財産使用許可を受けるものとします。なお、決定事業者との協議が

整わない場合は、次順位の者に対し、同様に手続きを進めます。 

 

14 その他 

⑴ 提出された書類は、返却しません。 

⑵ 提出された書類は、本審査以外に使用しません。 

⑶ 応募にかかる経費は、応募事業者の負担とします。 

⑷ 提出書類に虚偽の記載をした場合は無効とします。 

 

15 問合せ先及び提出先 

〒843-8639  武雄市武雄町大字昭和 1番地 1 

武雄市 総務部 施設整備課 

TEL：0954-23-9125 

FAX：0954-23-3816 

E-mail:sisetsu@city.takeo.lg.jp 

 

 

 


